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富津市福祉有償運送運営協議会会議録 

 

１ 会議の名称 平成 26 年度第 1 回富津市福祉有償運送運営協議会 

２ 開催日時 
平成 26 年 5 月 16 日（金） 

 午後 1 時 30 分～午後２時 00 分 

３ 開催場所 市役所本庁舎 4 階 401 会議室 

４ 審議等事項 

(1) 本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況につ

いて 

(2) 社会福祉法人金谷温凊会による福祉有償運送の有効期

間の更新登録について  

５ 出席者名 

（委員） 

 [出席委員]大野 勉   神子 勇  

      菅原 修   尾崎 行雄（代理出席者：清家） 

      本山 繁樹  磯部 健一 

 [欠席委員] なし 

 

（事務局）社会福祉課 島津課長 

     社会福祉係 花田係長 赤井主任主事 以上 3 人 

６ 公開又は 

非公開の別 
公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴人数 ０人（定員 5 人） 

９ 所管課 
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 

電話 0439-80-1258 

10 会議録 

（発言の内容） 
別紙のとおり 
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発 言 者 発   言   内   容 

 

 

事務局 

（花田係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島津課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

[開会] 

 

 本日は、ご多用のところ、富津市福祉有償運送運営協議会にご出席

いただき誠にありがとうございます。 

 ただ今から「平成 26 年度第 1 回富津市福祉有償運送運営協議会」

を開会いたします。 

 本日の司会を務めさせていただきます、社会福祉係長の花田です。

よろしくお願いいたします。 

 会議に入ります前に、ご報告申し上げます。 

 本日の会議は、委員の過半数の出席をいただいておりますので、本

協議会設置条例第 7 条第 2 項の規定により、会議は成立することを申

し添えます。 

 本協議会の委員につきまして、任期の到来により平成 26 年４月１

日から一部変更がございますので、後程ご紹介させていただきます。 

 また、委員の変更に伴い、会長及び副会長を選任する必要がござい

ます。 

 会議の進行につきましては、会長及び副会長が決まるまでの間、事

務局で行いますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。 

 なお、今回の運営協議会開催理由の申請者であります金谷温凊会に

つきましては、川名様に説明員として出席いただいております。 

 また、本運営協議会につきましては、富津市情報公開条例第 23 条

の規定により会議を公開することとなっておりますので、ご了承くだ

さいますようお願いいたします。現在は、傍聴人はおりません。 

 

 それでは、はじめに富津市社会福祉課長の島津よりごあいさつを申

し上げます。 

 

皆様こんにちは。社会福祉課長の島津と申します。 

本日は、お忙しい中、富津市福祉有償運送運営協議会にご出席をい

ただきまして、厚く御礼申し上げます。 

また、委員の皆様におかれましては、日頃から本市の福祉行政のみ

ならず、様々な分野で市政発展のためにご尽力をいただいております

ことに、改めまして感謝を申し上げます。 

現在、福祉有償運送制度は、移動制約者に対する社会参加を担保す

る制度ともなっており、移動制約者が生活していく上で欠かせないも

のとして定着しているものと考えております。 
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事務局 

（花田係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本山委員 

 

 

 

事務局 

（花田係長） 

富津市におきましても、年々高齢化率が増加しており、福祉輸送サ

ービスに対するニーズも増加しております。特に、高齢化率の高い天

羽地区において、福祉輸送サービスの必要性を認識しているところで

す。 

今回の運営協議会につきましては、現在、福祉有償運送を行ってい

る金谷温凊会の登録更新について協議する場でございます。 

本日の議題につきまして、慎重審議をお願い申し上げますととも

に、委員の皆様の変わらぬご協力を重ねてお願い申し上げまして、ご

挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。  

 

 会議の途中ですが、島津は別の会議に出席するため、退席させてい

ただきます。 

 

＜＜課長 退室＞＞ 

 

つづきまして、委員の皆様をご紹介いたします。資料の 1 ページに

あります委員名簿の順にご紹介いたします。 

一般旅客自動車運送事業者の代表、大野勉様。市民の代表、神子勇

様。福祉有償運送の利用者の代表、菅原修様。千葉地方運輸局長の指

名する職員、尾崎行雄様代理、清家様。福祉有償運送を行っているＮ

ＰＯ法人等の団体の代表、本山繁樹様。学識経験者その他の協議会の

運営上必要と認められる者、磯部健一様。 

つづきまして、事務局をご紹介いたします。 

 私、社会福祉係長の花田です。主任主事の赤井です。 

 

 つづきまして、この運営協議会の会長と副会長の選任についてです

が、富津市福祉有償運送運営協議会設置条例第６条第１項の規定によ

り、委員の皆様の互選により定めることとなっております。どなたか

適任者の推薦はございますか。 

 

 会長には、社会福祉協議会の会長の磯部委員が適任だと思います。 

 副会長には、やはり中立的な立場である市民の代表の神子委員がよ

ろしいかと思います。 

 

 ただいま、会長には磯部委員、副会長には神子委員という意見があ

りましたがいかがでしょうか。 



 

 4 

 

委員 

 

事務局 

（花田係長） 

 

 

 

 

磯部会長 

 

 

神子副会長 

 

 

 

 

事務局 

（花田係長） 

 

 

事務局 

（赤井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なし。 

 

 特に異議もないようですので、会長には磯部委員、副会長には神子

委員、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、磯部会長及び神子副会長に一言ずつご挨拶をいただきた

いと思います。 

 

 ただいま会長にご推薦いただきました、磯部と申します。 

わからない点も多々ございますが、よろしくお願いいたします。 

 

 副会長のご推薦をいただきました、神子と申します。 

 本協議会の前に事務局の赤井さんから資料等をいただき、内容を確

認したところ、この会は、事業者への指導等、重要な役割を持ってい

ると認識しております。よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題に入ります前に、事務局から会議資料の確認及び今

回の運営協議会の開催理由をご説明させていただきます。 

 

 まず次第と資料の確認ですが、本協議会の次第が 1 部と金谷温凊会

からの資料が 1 部でございます。次第の中身ですが、まず 1 ページに

本協議会の委員名簿、2 ページ・3 ページに富津市の移動制約者の状

況、4ページに富津市における三事業者の福祉有償運送の利用状況等、

5 ページに千葉県Ｂ地区のタクシー料金運賃表、6 ページ・7 ページ

に本協議会の設置条例、8 ページから 11 ページに道路運送法の第五

章、12 ページから 20 ページに道路運送法施行規則の第四章、21 ペー

ジからは、福祉有償運送ガイドブックの一部抜粋、「福祉有償運送に

ついて」を添付しております。 

 なお、金谷温凊会からの資料につきましては、個人情報がふくまれ

ており、協議会の委員は、本協議会設置条例、次第の 7 ページ下段に

記載がございますが、第９条により守秘義務が課せられております。

このため、資料の取り扱いにはご注意いただきますようお願い申し上

げます。 

 また、協議会終了後、資料をお持ちになる必要のない方は、お席に

置いていただきますようお願いいたします。事務局が細断し処分いた
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事務局 

（花田係長） 

 

 

 

 

 

 

 

磯部議長 

 

 

 

 

 

 

 

神子委員 

菅原委員 

 

磯部議長 

 

 

 

 

 

 

 

します。 

つづきまして、本協議会の開催理由を申し上げます。 

事業者が福祉有償運送事業を行うためには、市の福祉有償運送運営

協議会において、協議が整っていることが条件となっております。 

今回の運営協議会では、社会福祉法人金谷温凊会について、平成

26 年６月初旬で福祉有償運送の有効期間が満了することから、更新

登録について申請をするために協議をするものでございます。 

以上で、運営協議会の開催理由についての説明を終わります。 

 

本日の運営協議会の議題（2）について、千葉運輸支局清家様につ

きましては、この申請の審査主体となることから、採決には加わらな

いものといたしますので、よろしくお願いいたします。 

また、金谷温凊会の説明員につきましては、当該事業者に係る議題

の協議後、退席していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本協議会は、富津市福祉有償運送運営協議会設置条例第

7 条第 1 項の規定により、会長が会議の議長となることとなっており

ますので、磯部会長に会議の議長をお願いいたします。 

 

ご紹介いただきましたとおり、この会議につきましては、私が議長

ということでございますので、これより議事の進行を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議題に入ります前に、この会議の会議録署名人ですが、

恐れ入りますが、私から 2 名をご指名させていただきます。 

神子委員と菅原委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 

はい。 

はい。 

 

よろしくお願いいたします。 

それでは、次第 5 の議題に入りますが、議題 1 については、事務局

が説明を行います。 

また、議題 2 については、金谷温凊会川名様に説明をお願いし、協

議後に採決を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題 1 点目の「本市における移動制約者及び福祉有償運

送の状況について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 
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事務局 

（赤井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、本市における移動制約者及び福祉有償運送の状況につき

まして、ご説明申し上げます。 

 資料の 2 ページ、3 ページをお開きください。 

ここでは、富津市の移動制約者の状況が示されております。表の左

側が 1 年前の平成 25 年 4 月 1 日時点の人数、右側が直近であります

平成 26 年 4 月 1 日時点の人数となっております。 

詳細は省略させていただきますが、1 番の要介護・要支援認定者は

現在合計 2,508 人で、１年前と比べて 112 人、4.7％の増となってお

ります。2 番の身体障がい者は現在 1,972 人で、47 人、2.3％の減。3

番の知的障がい者は現在 406 人で、15 人、3.8％の増。4 番の精神障

がい者は現在 214 人で、9 人、4.0％の減となっております。その下

の表が、全体の合計となっておりまして、本市における移動制約者の

合計は現在 5,100 人で、１年前と比べますと 71 人、1.4％の増となっ

ております。 

つづきまして、富津市の人口につきましては、平成 26 年 4 月 1 日

時点で 46,182 人となっており、1 年前と比較しますと 571 人、1.2％

の減となっておりますが、65 歳以上の人口については、15,322 人で、

428 人、2.9％の増となっております。総人口については減となって

おりますが、65 歳以上の人口については増となっていることから、

高齢化率につきましては 32.31％と年々増加している状況です。 

 次に、資料の 4 ページをお開きください。本市の福祉有償運送登録

事業者の利用状況をご報告いたします。本市において福祉有償運送を

行なっている事業者は 3 事業者です。 

まず、医療法人再生会ですが、車両は 4 台、利用回数は、平成 23

年度は 1,048 回、平成 24 年度は 841 回、平成 25 年度は 1,018 回とな

っております。 

次に、社会福祉法人金谷温凊会ですが、車両は 8 台、利用回数は、

平成 23 年度は 374 回、平成 24 年度は 278 回、平成 25 年度 234 回と

なっております。 

次に、特定非営利活動法人リバレーターですが、車両は 2 台、利用

回数は、平成 23 年度は 1 回ですが、これは平成 24 年 1 月に事業を開

始したことによるものです。平成 24 年度は 119 回、平成 25 年度は

186 回となっております。 

 以上で、議題 1 点目の「本市における移動制約者及び福祉有償運送

の状況について」の説明を終わります。 
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磯部議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金谷温凊会 

（川名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯部議長 

 

 

清家代理委員 

 

 

 

金谷温凊会 

事務局の説明が終わりました。 

ただ今の説明につきまして、ご質疑等ございましたらお願いいたし

ます。 

 

＜＜質疑なし＞＞ 

 

 他に無いようですので、つづきまして議題 2 の「社会福祉法人金谷

温凊会による福祉有償運送の有効期間の更新登録について」を議題と

いたします。 

社会福祉法人金谷温凊会、川名様に説明を求めます。 

 

 社会福祉法人金谷温凊会、川名と申します。 

 事務局からも話がありましたが、金谷温凊会では、平成 23 年度は

374 回、平成 24 年度は 278 回、平成 25 年度 234 回運送を行っていま

す。利用会員は要介護認定者が 20 名、要支援認定者が 4 名、計 24 名

となっています。 

 運送の対価については、事業開始当初から変更ありません。 

 福祉有償運送と同様に移動制約者の運送を行っている事業者の方

がいらっしゃいますが、介護保険を利用して、ある目的地へ向かう途

中に買い物をするために店に立ち寄るなどといった場合、事前に計画

を立てる必要がありますが、計画に記載せず運送している場合が見受

けられます。 

 金谷温凊会では、有資格者が運転、介助を行い、適正に事業を実施

しています。 

福祉有償運送事業は、移動制約者の方の選択肢を増やし、生活の質

の向上に貢献できるものと考えていますので、登録更新についてご審

議のほどよろしくお願いいたします。また、疑義等がございましたら、

ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今の説明につきまして、ご質疑等ございましたらお願いいたし

ます。 

 

 事業開始当初から、運送の対価の変更はないとのご説明がありまし

たが、消費税が 8％になったことによって、今後対価を変更する予定

等はありますか。 

 

 運送に係る対価は変更する予定はありませんが、昨年度は、年会費
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（川名） 

 

 

 

 

 

清家代理委員 

 

 

磯部議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

磯部議長 

 

 

 

 

 

事務局 

（花田係長） 

 

を 1,000 円としていましたが、燃料その他の負担増に伴いまして、 

年 1,200 円、月額 100 円というかたちで、利用者の方にはご理解をい

ただいております。 

 この年会費は、運送に係る対価ではないということで、認識してい

ますが、間違いないでしょうか。 

 

はい。今後、運送の対価を変更する場合は、本協議会を開催し、合

意を得る必要があります。 

 

他に、ご質疑等ございましたらお願いいたします。 

 

＜＜質疑なし＞＞ 

 

 他に無いようですので、質問を打ち切らせていただきます。社会福

祉法人金谷温凊会、川名様、ありがとうございました。 

採決の結果につきましては、後日事務局から通知をさせていただき

ます。 

＜＜社会福祉法人金谷温凊会退席＞＞ 

 

 それでは、議題 2 の「社会福祉法人金谷温凊会による福祉有償運送

の有効期間の更新登録について」の採決をいたします。 

 本件について、賛成する方の挙手をお願いいたします。 

 

＜＜挙手＞＞ 

 

挙手多数でございます。よって、本件につきましては、この運営協

議会において協議が整ったことといたします。 

 

それでは、本日の議題は全て終了いたしましたので、進行を事務局

へお返しいたします。ありがとうございました。 

 

委員の皆様におかれましては、慎重審議をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。 

本日は、1 つの事業者の登録についてご審議いただきましたが、今

後、本運営協議会での審議事項、一例といたしまして福祉有償運送事

業に係る運送区域、運送に係る対価を変更することなどについて、事

業者から協議会の開催依頼があった場合につきましては、協議会を開
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催することとなりますので、その際はよろしくお願い申し上げます。 

それでは、以上をもちまして、「平成 26 年度第 1 回富津市福祉有償

運送運営協議会」を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

[閉会] 

 

上記会議の記録が、実際の会議の内容と相違ないことを証するために、ここに

署名する。 

 

平成２６年６月２８日 

 

富津市福祉有償運送運営協議会 

 

署名委員  神子 勇 

 

署名委員  菅原 修 


